
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
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す
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す
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す
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す
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す
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す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例                         

五 

○
福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関 

　す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例                                               

五 

○
福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例                     

五 
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民
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員
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め
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条
例
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条
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六 

○
福
島
県
児
童
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
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改
正
す
る
条
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六 

○
福
島
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
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六 

○
福
島
県
立
高
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校
の
授
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等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
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条

　
　例 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、

福
島
県
特
定
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
、
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
、
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
議
会
議
員
及
び
福

島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
総

合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
児
童
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
都
市
公
園
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
及
び
福
島
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

　
　令
和
七
年
七
月
八
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

福
島
県
条
例
第
五
十
二
号 

福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
島
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
三
条
第
五
項
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
、
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ

ン
再
生
組
合
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
五
条
中
「
扶
養
控
除
額
」
の
下
に
「
、
特
定
親
族
特
別
控
除
額
」
を
加
え
る
。 

第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
若
し
く
は
法
第
三
十
四
条
第
四
項
」
を
「
、
法
第
三
十
四

条
第
四
項
」
に
改
め
、
「
扶
養
控
除
額
」
の
下
に
「
若
し
く
は
特
定
親
族
特
別
控
除
額
（
特
定
親
族
（
前

年
の
合
計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加

え
る
。 

第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
中
「
者
に
限
る
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
特
定
親
族
（
退
職
手
当
等
に

係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
合
計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
」

を
加
え
る
。 

第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
中
「
第
三
条
の
三
の
三
第
一
項
」
を
「
第
三
条
の
三
の
二
第
一
項
」
に
改

め
る
。 

第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
ア
⑴
中
「
第
九
条
の
二
第
十
八
項
」
を
「
第
九
条
の
二
第
十
七
項
」
に
、

「
第
九
条
の
二
第
十
九
項
」
を
「
第
九
条
の
二
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
ア
⑴
中
「
第
九
条

の
二
第
二
十
二
項
」
を
「
第
九
条
の
二
第
二
十
一
項
」
に
、
「
第
九
条
の
二
第
二
十
三
項
」
を
「
第
九

条
の
二
第
二
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
キ
⑵
中
「
令
和
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」

を
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
令
和
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
和
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」

と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
表
以
外
の
部
分
中
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

及
び
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

及
び
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
表
以
外
の
部
分
中
「
平
成
二

十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
七
年

度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
四
条
の
五
第
一
項
表
以
外
の
部
分
中
「
第
十
一
条
の
七
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
六
第
三

項
」
に
、
「
第
十
一
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
第
十

一
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の
七
第
二

項
」
を
「
第
十
一
条
の
六
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
表
以
外
の
部
分
中
「
第
十
一
条
の
七
第
四

項
」
を
「
第
十
一
条
の
六
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
第
十
一
条
の
七
第
四
項
」
を
「
第
十
一

条
の
六
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
一
条
の
七
第
五
項
」
を
「
第
十
一
条
の
六
第
五
項
」

に
改
め
る
。 

附
則
第
七
条
の
四
の
四
第
一
項
中
「
第
百
四
十
五
条
の
五
」
を
「
第
百
四
十
五
条
の
十
三
」
に
改
め
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る
。 附

則
第
九
条
第
七
項
第
二
号
中
「
第
三
条
の
二
の
十
五
第
二
項
」
を
「
第
三
条
の
二
の
十
八
第
二
項
」

に
改
め
る
。 

附
則
第
十
条
の
二
か
ら
第
十
条
の
二
の
七
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
加
熱
式
た
ば
こ
に
係
る
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
の
特
例
） 

第
十
条
の
二

　令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
売
渡
し
又
は
同
条
第
二
項
の

売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
が
行
わ
れ
た
加
熱
式
た
ば
こ
（
第
四
十
一
条
第
一
号
オ
に
掲
げ
る
加
熱
式

た
ば
こ
を
い
い
、
第
四
十
一
条
の
二
の
三
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
第
四
十
一
条
の
三
第
一
項
の
製
造
た
ば
こ
の
本
数
は
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
方
法
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
（
第
四
十
一
条
第
一
号
ア
に
掲
げ
る
紙
巻
た
ば
こ
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
本
数
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一

　葉
た
ば
こ
（
た
ば
こ
事
業
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
葉
た
ば
こ
を
い
う
。
）
を
原
料
の
全

部
又
は
一
部
と
し
た
も
の
を
紙
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
材
料
の
も
の
で
巻
い
た
加
熱
式
た
ば
こ
（
当

該
葉
た
ば
こ
を
原
料
の
全
部
又
は
一
部
と
し
た
も
の
を
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る

と
こ
ろ
に
よ
り
直
接
加
熱
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
喫
煙
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

　当
該

加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
（
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
三
に
規
定
す
る
も
の
に
係
る
部
分
の
重
量
を

除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
〇
・
三
五
グ
ラ
ム
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
一
本
に

換
算
す
る
方
法
。
た
だ
し
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
一
本
当
た
り
の
重
量
が
〇
・
三
五
グ
ラ
ム
未

満
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
一
本
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
一
本
に
換

算
す
る
方
法 

二

　前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
加
熱
式
た
ば
こ

　当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
の
〇
・
二
グ
ラ
ム

を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
一
本
に
換
算
す
る
方
法
。
た
だ
し
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
品
目
ご
と

の
一
個
あ
た
り
の
重
量
が
四
グ
ラ
ム
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
品

目
ご
と
の
一
個
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
二
十
本
に
換
算
す
る
方
法 

２

　前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
（
第
四
十
一
条
の
二
の
三
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
と

み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
施
行
令
附
則
第
十
条
に
規
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同

項
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

第
十
条
の
二
の
二
か
ら
第
十
条
の
二
の
七
ま
で

　削
除 

附
則
第
十
条
の
二
の
九
第
一
項
第
二
号
中
「
法
第
百
四
十
四
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
軍
隊
（
第
六
項
に
お
い
て
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
」
と
い
う
」
を
「
締
約
国
軍
隊
（
円
滑
化

協
定
（
我
が
国
の
自
衛
隊
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び

協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
我
が
国
と
当
該
締
約
国
と
の
間
の
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
で
あ
つ
て
我
が

国
の
租
税
の
免
除
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
の
う
ち
施
行
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
、
我
が
国
の
同
意
を
得
て
、
我
が
国
及
び
当
該
締
約
国

が
相
互
に
決
定
し
て
実
施
す
る
活
動
に
関
連
し
て
国
内
（
こ
の
法
律
の
施
行
地
を
い
う
。
）
に
所
在
す

る
当
該
締
約
国
の
軍
隊
を
い
う
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
軍
隊
」
を
「
締
約
国
軍
隊
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
条
の
三
の
五
第
四
項
中
「
第
四
条
の
十
一
第
十
四
項
」
を
「
第
四
条
の
十
一
第
十
一
項
」

に
、
「
第
四
条
の
十
一
第
十
五
項
」
を
「
第
四
条
の
十
一
第
十
二
項
」
に
、
「
（
施
行
規
則
に
規
定
す

る
」
を
「
（
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
九
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
施
行
規
則
に
規
定
す
る
も

の
」
を
「
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
八
項
に
規
定
す
る
も
の
」
に
、
「
第
四
条
の
十
一
第
十
三

項
」
を
「
第
四
条
の
十
一
第
十
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
四
条
の
十
一
第
十
九
項
」
を
「
第

四
条
の
十
一
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
条
の
四
第
二
項
第
二
号
中
「
第
五
条
の
二
第
七
項
」
を
「
第
五
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、

同
項
第
四
号
中
「
第
五
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
五
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第

五
条
の
二
第
九
項
」
を
「
第
五
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
五
条
の
二
第
十
項
」

を
「
第
五
条
の
二
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
五
条
の
二
第
十
一
項
」
を
「
第
五

条
の
二
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
条
の
二
第
十
二
項
」
を
「
第
五
条
の
二
第
七
項
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
五
条
の
二
第
十
三
項
」
を
「
第
五
条
の
二
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
十
条
の
二
の
三
第
三
項
中
「
第
三
十
五
条
の
三
の
三
第
四
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
三
の

四
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条

　こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一

　第
二
十
五
条
、
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に

附
則
第
四
条
の
五
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定

　令
和
八
年
一
月
一
日 

二

　附
則
第
七
条
の
四
の
四
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
十
条
の
二
か
ら
第
十
条
の
二
の
七
ま
で
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
の
規
定

　令
和
八
年
四
月
一
日 

三

　附
則
第
十
条
の
二
の
九
第
一
項
第
二
号
及
び
第
六
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
の
規
定

　地
方
税
法
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年

法
律
第
七
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日 

四

　第
二
十
三
条
第
五
項
の
改
正
規
定

　老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及
び
再
生
の
円
滑
化
等
を

図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律

第
四
十
七
号
）
の
施
行
の
日 

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条

　改
正
後
の
福
島
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
及
び
第
三
十
一
条

の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和

七
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２

　令
和
八
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
係
る
申
告
書
の
提
出
に
係
る
新
条
例
第
三
十
一
条
の
三
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
特
定
親
族
特
別
控
除
額
（
特
定
親
族
（
前
年

の
合
計
所
得
金
額
が
八
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ

る
の
は
、
「
特
定
親
族
特
別
控
除
額
」
と
す
る
。 

３

　新
条
例
第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
は
、
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
一
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
所
得
税
法
（
昭
和
四

十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
同
法
第
二
百
三
条

の
七
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
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に
つ
い
て
提
出
す
る
新
条
例
第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、

一
号
施
行
日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
公
的
年
金
等
に
つ
い
て
提
出
し
た
改
正
前
の
福
島
県
税
条
例

第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条

　次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
課
し

た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
加
熱
式
た
ば
こ
（
新
条
例
附
則
第
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
加

熱
式
た
ば
こ
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。 

２

　令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
福
島
県
税
条
例
第
四
十
一
条
の
二
第

一
項
の
売
渡
し
又
は
同
条
第
二
項
の
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
が
行
わ
れ
た
加
熱
式
た
ば
こ
に
係
る

同
条
例
第
四
十
一
条
の
三
第
一
項
の
製
造
た
ば
こ
の
本
数
は
、
同
条
第
三
項
及
び
新
条
例
附
則
第
十

条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
の
合
計
数
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一

　福
島
県
税
条
例
第
四
十
一
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
（
新
条
例
附

則
第
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
紙
巻
た
ば
こ
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
本
数
に

〇
・
五
を
乗
じ
て
計
算
し
た
製
造
た
ば
こ
の
本
数 

二

　新
条
例
附
則
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・
五
を
乗
じ
て

計
算
し
た
製
造
た
ば
こ
の
本
数 

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条

　新
条
例
附
則
第
十
条
の
二
の
九
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
附

則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
三
号
施
行
日
」
と
い

う
。
）
以
後
の
軽
油
の
引
取
り
及
び
譲
渡
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
三

号
施
行
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
及
び
譲
渡
に
対
し
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
税

　務

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
五
十
三
号 

福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
福
島
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

第
六
条
の
二
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
の
四
第
一
項
中
「
第
四
十
条
の
三
第
十
四
項
」
を
「
第
四
十
条
の
三
第
十
五
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
条
の
三
第
十
五
項
」
を
「
第
四
十
条
の
三
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
第
四
十
条
の
三
第
十
六
項
」
を
「
第
四
十
条
の
三
第
十
七
項
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
の
六
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一

日
」
に
、
「
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
の
う
ち
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
設
備
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
単
に
「
対
象
設
備
」
と
い
う
。
）
を
含
む
も
の
（
第
一
号
に
お
い
て
「
特
定
設
備
」
を

「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
設
備
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
特
定
設
備
」
を
「
対
象
設
備
」

に
、
「
所
得
金
額
」
を
「
所
得
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
中
「
第
九
条
、
」
を
削
る
。 

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
第
六
条
の
二
及
び
第

九
条
の
六
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
税

　務

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
五
十
四
号 

福
島
県
特
定
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
特
定
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福

島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
島
県
特
定
復
興
産
業
集
積
区
域
に
お
け
る
県

税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
税

　務

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
五
十
五
号 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
福
島
県
条
例
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
三
選
挙
長
の
項
及
び
選
挙
分
会
長
の
項
中
「
一
〇
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
二
〇
〇
円
」

に
、
同
表
選
挙
立
会
人
の
項
中
「
八
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
一
〇
〇
円
」
に
、
同
表
審
査
分
会
長

の
項
中
「
一
〇
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
二
〇
〇
円
」
に
、
同
表
審
査
分
会
立
会
人
の
項
中
「
八
、

九
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

　（
施
行
期
日
等
） 

１

　こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以

下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
六
月
四
日
か
ら
適
用
す
る
。 

　（
報
酬
の
内
払
） 

２

　改
正
前
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
令
和
七
年
六
月
四
日
以
降

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
一
条
第
十
三

号
の
二
に
規
定
す
る
選
挙
長
等
に
支
払
わ
れ
た
報
酬
は
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
報
酬
の
内

払
と
み
な
す
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
人

　事

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
五
十
六
号 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
福
島
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 
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第
二
十
三
条
第
二
号
中
「
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
」
を
削
り
、
「
除
く
。
」
の
下
に
「
次
条

に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
四
条
の
見
出
し
中
「
部
分
休
業
」
を
「
第
一
号
部
分
休
業
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
請
求
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

部
分
休
業
（
以
下
「
第
一
号
部
分
休
業
」
と
い
う
。
）
の
承
認
は
、
三
十
分
を
単
位
と
し
て
行
う
も

の
と
す
る
。 

第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
同
条
第
三
項
中
「
部
分
休
業
」
を
「
第
一
号
部
分
休
業
」
に
改
め
、
同
条

の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。 

（
第
二
号
部
分
休
業
の
承
認
） 

第
二
十
四
条
の
二

　育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
請
求
す
る
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
（
以
下
「
第
二
号
部
分
休
業
」
と
い
う
。
）
の
承
認
は
、
一
時
間
を
単
位

と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
時
間
数
の
第
二
号
部
分
休
業
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一

　一
回
の
勤
務
に
係
る
日
ご
と
の
勤
務
時
間
に
分
を
単
位
と
し
た
時
間
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
勤
務
時
間
の
全
て
に
つ
い
て
承
認
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き

　当
該
勤
務
時
間
の
時
間
数 

二

　第
二
号
部
分
休
業
の
残
時
間
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
残
時
間

数
の
全
て
に
つ
い
て
承
認
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き

　当
該
残
時
間
数 

（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
一
年
の
期
間
） 

第
二
十
四
条
の
三

　育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
一
年
の
期
間
は
、
毎
年
四
月
一

日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
時
間
を
基
準
と
し
て
条
例
で
定

め
る
時
間
） 

第
二
十
四
条
の
四

　育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
時
間
を
基
準
と

し
て
条
例
で
定
め
る
時
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時

間
と
す
る
。 

一

　非
常
勤
職
員
以
外
の
職
員

　七
十
七
時
間
三
十
分 

二

　非
常
勤
職
員

　当
該
非
常
勤
職
員
の
勤
務
日
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た

時
間 

（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
） 

第
二
十
四
条
の
五

　育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
配
偶
者
が
負

傷
又
は
疾
病
に
よ
り
入
院
し
た
こ
と
、
配
偶
者
と
別
居
し
た
こ
と
そ
の
他
の
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
申
出
時
に
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
実
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
変
更
（
次
条
に
お
い
て
「
第
三
項
変
更
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け
れ
ば
同
項
の
職
員
の
小
学

校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
養
育
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
と
任
命
権
者
が
認
め
る
事
情

と
す
る
。 

第
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
事
由
） 

第
二
十
五
条

　育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
育
児
休
業
法
第
五
条
第
二
項
の
条

例
で
定
め
る
事
由
は
、
職
員
が
第
三
項
変
更
を
し
た
と
き
と
す
る
。 

附

　則 

（
施
行
期
日
） 

１

　こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２

　育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か

ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
け
る

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
二
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
中
「
七
十
七
時
間
三
十
分
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」

と
、
同
条
第
二
号
中
「
十
」
と
あ
る
の
は
「
五
」
と
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
人

　事

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
五
十
七
号 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
福
島
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
の
四
第
二
項
中
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
十
七
条
の
三
を
第
十
七
条
の
四
と
し
、
第
十
七
条
の
二
中
「
申
告
、
請
求
又
は
申
出
（
次
条
に
お

い
て
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
請
求
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
の
三
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
妊
娠
、
出
産
等
に
つ
い
て
の
申
出
を
し
た
職
員
等
に
対
す
る
意
向
確
認
等
） 

第
十
七
条
の
二

　任
命
権
者
は
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
福
島
県
条
例
第
十

一
号
）
第
二
十
六
条
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
職
員
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
出
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一

　申
出
職
員
の
仕
事
と
育
児
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は
措
置
（
次
号
に
お
い
て
「
出
生
時
両

立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
た
め
の
措
置 

二

　出
生
時
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
、
申
告
又
は
申
出
（
以
下
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る

申
出
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 

三

　職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
子
の
心
身
の
状

況
又
は
育
児
に
関
す
る
申
出
職
員
の
家
庭
の
状
況
に
起
因
し
て
当
該
子
の
出
生
の
日
以
後
に
発
生

し
、
又
は
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
の
支
障
と
な
る
事
情

の
改
善
に
資
す
る
事
項
に
係
る
申
出
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 

２

　任
命
権
者
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
職
員
」

と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一

　対
象
職
員
の
仕
事
と
育
児
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は
措
置
（
次
号
に
お
い
て
「
育
児
期
両

立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
た
め
の
措
置 

二

　育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
に
係
る
対
象
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 
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三

　対
象
職
員
の
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
心
身
の
状
況
又
は
育
児
に
関
す
る
対
象
職
員
の
家
庭
の
状

況
に
起
因
し
て
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
の
両
立
の

支
障
と
な
る
事
情
の
改
善
に
資
す
る
事
項
に
係
る
対
象
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 

３

　任
命
権
者
は
、
第
一
項
第
三
号
又
は
前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
意
向
を
確
認
し
た
事
項
の
取
扱

い
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
意
向
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附

　則 

（
施
行
期
日
） 

１

　こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２

　任
命
権
者
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
こ
の

条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定

の
例
に
よ
り
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

講
じ
ら
れ
た
措
置
は
、
施
行
日
以
後
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
人

　事

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
五
十
八
号 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
福
島
県
条
例
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
」
を
「
困
難
な

問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
」
に
、
「
要
保
護
女

子
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
要
保
護
女
子
」
を
「
困
難
な
問

題
を
抱
え
る
女
性
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
又
は
」
を
「
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
に
勤

務
す
る
職
員
の
う
ち
へ
き
地
診
療
所
等
へ
の
診
療
支
援
の
業
務
に
従
事
す
る
駐
在
員
又
は
総
合
療
育
セ

ン
タ
ー
若
し
く
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
五
万
円
」
を
「
十
三
万
三
千
円
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

（
施
行
期
日
等
） 

１

　こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
条
例
（
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
同
条
第
二

項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
次
項
に
お

い
て
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

（
病
院
等
特
殊
業
務
手
当
の
内
払
） 

２

　改
正
後
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
特

殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
病
院
等
特
殊
業
務
手
当
は
、
改
正
後

の
条
例
の
規
定
に
よ
る
病
院
等
特
殊
業
務
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。 

（
人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
） 

３

　こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
人

　事

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
五
十
九
号 

福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
条
例
（
平
成
六

年
福
島
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
三
の
個
人
演
説
会
告
知
用
ポ
ス
タ
ー
（
福
島
県
知
事

の
選
挙
の
場
合
に
限
る
。
）
及
び
同
項
第
五
号
」
を
「
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
第
一
号
中
「
七
円
七
十
三
銭
」
を
「
八
円
三
十
八
銭
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
五
円
十

八
銭
」
を
「
五
円
六
十
二
銭
」
に
、
「
三
十
八
万
六
千
五
百
円
」
を
「
四
十
一
万
九
千
円
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
第
一
号
中
「
五
百
四
十
一
円
三
十
一
銭
」
を
「
五
百
八
十
六
円
八
十
八
銭
」
に
改
め
、
同
条

第
二
号
中
「
二
十
八
円
三
十
五
銭
」
を
「
三
十
円
七
十
三
銭
」
に
、
「
五
十
八
万
六
千
九
百
五
円
」
を

「
六
十
万
九
千
六
百
九
十
円
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

１

　こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
一
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　改
正
後
の
福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
条

例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ

の
条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
市
町
村
行
政
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
六
十
号 

福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
福
島
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
第
二
項
中
「
、
共
通
施
設
」
を
削
る
。 

第
三
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。 

第
六
条
第
一
項
第
四
号
を
削
る
。 

第
八
条
及
び
第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
八
条
及
び
第
九
条

　削
除 

第
十
条
の
見
出
し
を
「
（
手
数
料
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
交
流
セ
ン
タ
ー
を
使
用
し
よ
う

と
す
る
者
は
使
用
料
を
、
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
使
用
料
及
び
」
及
び
「
交
流
セ
ン
タ
ー
に
あ

つ
て
は
別
表
第
一
に
定
め
る
額
と
し
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
」
を
削
る
。 

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
使
用
料
等
」
を
「
手
数
料
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二

項
を
同
条
第
一
項
と
す
る
。 

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
使
用
料
等
」
を
「
手
数
料
」
に
改
め
、
同
条
中
「
交
流
セ
ン
タ
ー
の
使
用

料
及
び
」
を
削
る
。 

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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第
十
三
条

　削
除 

第
十
四
条
中
「
交
流
セ
ン
タ
ー
及
び
」
を
削
る
。 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
一

　削
除 

附

　則 

１

　こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　こ
の
条
例
の
施
行
前
に
改
正
前
の
福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太
陽
の
国
条
例
（
以
下
「
改
正
前

の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
に
係
る
改
正
前
の
条
例
第

十
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
使
用
料
の
納
入
方
法
及
び
第
十
三
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
使
用
料

の
返
還
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３

　こ
の
条
例
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
行
為
に
対
す
る
改
正
前
の
条
例
第
十
四
条
に
規
定
す
る
損
害
賠

償
及
び
原
状
回
復
義
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
保
健
福
祉
総
務
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
六
十
一
号 

民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

　本
則
の
表
会
津
若
松
市
の
項
中
「
二
七
九
人
」
を
「
二
八
一
人
」
に
改
め
、
同
表
須
賀
川
市
の
項
中

「
一
六
〇
人
」
を
「
一
六
二
人
」
に
改
め
、
同
表
喜
多
方
市
の
項
中
「
一
七
四
人
」
を
「
一
七
五
人
」

に
改
め
、
同
表
相
馬
市
の
項
中
「
八
六
人
」
を
「
八
八
人
」
に
改
め
、
同
表
二
本
松
市
の
項
中
「
一
四

九
人
」
を
「
一
四
八
人
」
に
改
め
、
同
表
南
相
馬
市
の
項
中
「
一
七
二
人
」
を
「
一
七
四
人
」
に
改
め
、

同
表
本
宮
市
の
項
中
「
七
二
人
」
を
「
七
四
人
」
に
改
め
、
同
表
猪
苗
代
町
の
項
中
「
四
九
人
」
を
「
五

一
人
」
に
改
め
、
同
表
柳
津
町
の
項
中
「
二
二
人
」
を
「
二
一
人
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

　こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
社
会
福
祉
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
六
十
二
号 

福
島
県
児
童
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
児
童
福
祉
施
設
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

別
表
第
一
障
害
児
入
所
施
設
の
項
中
「
四
〇
人
」
を
「
三
〇
人
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

　こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
児
童
家
庭
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
条
例
第
六
十
三
号 

福
島
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

福
島
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
福
島
県
条
例
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
映
画
」
を
「
動
画
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
の
二
中
「
及
び
□
瀬
公
園
」
を
「
、
□
瀬
公
園
及
び
福
島
県
復
興
祈
念
公
園
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

福
島
県
復
興
祈
念
公
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
目
的
広
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

管
理
棟
（
会
議
室
に
限
る
。
）

　
　
　
　
　

別
表
第
二
の
六
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

ウ

　福
島
県
復
興
祈
念
公
園 

⑴

　主
要
施
設 

施

　
　
　
　
　
　
　
　設

区

　
　
　
　
　
　分

単

　位

金

　
　
　
　額

多
目
的
広
場

　
　
　
　
　
　
　
貸
切
り
使
用

　
　
　
　
　
一
時
間

　

　一
、
九
〇
〇
円

管
理
棟
（
会
議
室
に
限
る
。
）

貸
切
り
使
用

大
会
議
室

一
時
間

　

　一
、
六
〇
〇
円

小
会
議
室

一
時
間

　

　一
、
二
〇
〇
円

備
考

　会
議
室
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
冷
暖
房
を
使
用
す
る
と
き
は
、
一
時
間
に
つ
き
三
〇
〇 

円
の
範
囲
内
で
規
則
で
定
め
る
額
の
冷
暖
房
料
を
加
算
す
る
。 

⑵

　付
属
施
設
等 付

　属

　施

　設

　等

単

　位

金

　
　
　
　額

移
動
用
機
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
時
間

　

　
　
　七
〇
〇
円

備
考

　「
移
動
用
機
器
」
と
は
、
園
内
の
移
動
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
原
動
機

と
し
て
電
動
機
を
用
い
る
小
型
の
車
で
あ
つ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

附

　則 
１

　こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。 

２

　改
正
後
の
福
島
県
都
市
公
園
条
例
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
は
、

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
） 
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福
島
県
条
例
第
六
十
四
号 

　
　
　福
島
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

　福
島
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　第
四
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

　
　た
だ
し
、
入
学
検
定
料
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百

　三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
（
知
事
が
入
学
検
定
料
の
納
付
に
つ
い

　て
指
定
し
た
者
に
限
る
。
）
に
納
付
を
委
託
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

　
　
　附

　則 

　こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
財

　務

　課
） 
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